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企画競争実施の公示 

 

 

令和３年 １２月 ６日 

 

東北地方整備局 新庄河川事務所長 吉栁 岳志 

 

 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

１．業務概要 

（１）業 務 名 蔵王山火山防災事業広報企画検討業務 

 

（２）業務内容 本業務は、蔵王山火山防災事業に係る広報及び啓発施策の企画・検討を行う

ものである。 

 

（３）履行期限 令和４年３月２５日（金） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

 

（２）企画提案書の提出時において 

① 令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）の国土交通省競争参加資格

（以下、「全省庁統一資格」という。）における「役務の提供等（広告・宣伝）」のうち

Ｃ等級に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者であること。 

② 現在、①の「全省庁統一資格」の認定を受けておらず、今後、新規又は変更の認定の

申請手続きを行う意思のある者であること。 

 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがな

されている者は、競争参加資格の再認定を受けていること。 

 

（４）企画提案書の提出期限の日から、見積書の徴収の時までの期間に、東北地方整備局長か

ら指名停止の措置を受けていないこと。 

 

（５）企画競争説明書及び仕様書等を３．（１）から直接交付を受けた者、又は、３．（１）に

送付の希望を申し出、交付を受けた者であること。 

 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

（７）業務実施上の要件 

① 配置予定業務管理責任者の業務の実績 
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下記に示される業務実績について、平成２３年度以降に完了した業務において１件以

上の実績を有さなければならない。 

業務実績：国の機関（事業団、特殊会社及び独立行政法人並びに特殊法人等改革基本

法の対象法人を含む）、地方公共団体又は民間企業が発注した、火山また

は砂防に関する以下の運営、又は運営補助。 

（対象となる行事） 

｢フォーラム」、「シンポジウム」、｢起工式、竣工式等の式典」 

 

② 手持ち業務量 

令和３年１２月６日公示日現在の手持ち業務量（本件を含まず、特定後未契約のも 

のを含む。また、複数年契約の業務の場合は当該年の年割額とする。 

業務管理責任者：全ての手持ち業務の請負金額が５億円未満かつ手持ち業務の件数

が１０件未満である者。 

 

３．手続き等 

（１）担当部局 

   〒９９６－００７１ 山形県新庄市小田島町５－５５ 

東北地方整備局 新庄河川事務所 経理課 契約係 

電 話：０２３３－２２－０２５２ 

電子メール：umetsu-y82ac@mlit.go.jp 

 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

交付を希望する者には、託送（着払い・希望者の負担）又は、窓口で交付を行う。 

   ① 託送の場合 ：上記（１）に送付先、会社名、担当者名、電話番号等を明記のうえ、

電子メールにより申し出ること。 

② 窓口での交付：令和３年１２月６日（月）から令和４年１月６日（木）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日９時００分から１７時００分まで。 

         なお、説明書の交付を希望する場合は、予め（１）の担当まで事前連

絡を行うこと。 

 

（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法  

① 提出期限  令和４年１月６日（木）１６時００分 

② 提出場所  （１）に同じ 

③ 提出方法  持参、郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る。提出期限までに

必着のこと。）又は電子メール（送信後、必ず着信を確認すること。）に

限る。 

 

 （４）企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所 

    企画提案に関するヒアリングは実施しない。 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ３．（１）に同じ。 
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（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

 

（４）提出された提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。 

 

（５）提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、虚偽の記載を

行った提案者に対して指名停止を行うことがある。 

 

（６）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があっ

た場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

 

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、

会計法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 

 

（８）その他の詳細は説明書による。 


